〇〇子ども会会則

（名称および事務所）
第１条　本会は、〇〇子ども会（以下、 本会 という）と称し、事務所を会長宅 
におく。

（会の目的）
第２条　本会は、子どもの遊びを中心とした集団活動を継続的かつ自主的に行うことにより、その社会性を養い、子どもの健全な育成とその資質の向上を図ることを目的とする。

（会員）
第３条　本会は、〇〇町内会の区域に在住する小学校就学前２学年の幼児並びに小学生及び中学生の児童で組織する。

（会のしごと）
第４条　本会は、会の運営を通じ、児童の健全育成をはかる。

（役 員）
第５条　本会の役員は以下 のとおりとする。
（１）会長
（２）役員
２　役員の任期は 毎年４月１日 から１年とする。ただし、再選はこれを妨げない。役員に欠員が生じたため、新たに選任された役員の任期は前任者の残余期間とする。

（会議）
第６条　下記の事項は、会議に諮らなければならない。
（１）会則の改廃
（２）収支予算の決定、および決算の承認
(３) その他、必要と認められる重要事項

（経費）
第７条　本会の経費は、会費、寄付金、および各種団体からの助成金等をもって
充てる。

第８条　本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年の３月３１日に終わる。

(雑則)
第９条　この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は会議の
議決により決定する。

この会則は、 令和〇年〇月〇日より施行する。

